
院内トリアージ実施料に係るお知らせ 

2026年 1月 1日現在 新座志木中央総合病院 

 

 

当院では、救急外来を受診される患者様に対し、症状の緊急度および重症度を迅速に判断し、  

生命の危険性が高い患者様を優先して診療を行うため、「院内トリアージ」を実施しております 。 

 

【院内トリアージとは】 

院内トリアージは、看護師等が問診および観察等により診療の優先順位を判断するものです。                                                            

その結果、診療の順番が受付順と前後する場合があります 。 

※院内トリアージは、診療の緊急性を判断するためのものであり、診療内容や診察時間の長短を決定するものではありません 。 

 

【院内トリアージ実施料について】 

以下の時間帯に、救急外来を受診された初診の患者様に対し、院内トリアージを実施した場合、 

診療報酬として「院内トリアージ実施料」を算定させていただきます 。 

■ 実施時間帯 

・平  日 ： 1７時以降 

・土曜日 ： １３時以降 

・日曜日・祝日 ： 終日 

 

■ 算定点数 

・院内トリアージ実施料 300 点 （※3 割負担の方であれば、 900 円の自己負担となります） 

 

※救急搬送患者、再診患者、その他診療報酬上算定対象とならない場合があります 。                

※制度の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします 。 

患者様の安全を最優先に、適切な医療を提供するための取り組みです。                         

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます 。 


